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第 8 章 計画推進システム 
 

計画の実効性を高めるための推進体制と進行管理について示すとともに、環境報告書によ

る進捗状況の把握・公表について計画中に位置づけます。 

 

    
    

    

第 1 節 計画の推進体制 
    

ィ⏬ࢆࡘຠ⋡ⓗ᥎㐍ࠊࡣࡵࡓࡿࡍᕷ࣭ᕷẸ࣭ᴗ⪅ࡀ⎔ቃሗࢆඹ᭷ྛࠊࡋయࡀ

 ࠋࡍᚲせ࡛ࡀࡾࡃయไ࡙ࡢቃಖάື⎔ࡿࡼ༠ാཧຍࡢᕷẸဨࠊࡋゎ⌮ࢆᙺࡢ࠸࠾

ࢆ᥎㐍యไࡢ⏬ィࠊ࡞⧊⤌ᶓ᩿ⓗࡿࡅ࠾ᗇෆࠊࡸᙺࡢ࡞⪅ᴗࠊᕷẸᕷࠊࡣ࡛ࡇࡇ

᫂ࠋࡍࡲࡋࡽ 

 

1 市民・事業者                                      
 ᕷẸ࣭ᴗ⪅ࡽ⮬ࠊࡣ⮬Ⓨⓗࡘ✚ᴟⓗ⎔ቃ㛵ࢆື⾜ࡿࡍᐇ㊶ࡇࡿࡍຍࠊ࠼⾜ᨻ㸦ᕷ㸧

 ࠋࡍࡲࢀࡽࡵồࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᐇࢆ࡞༠ാ࡛ᴗࡶ
    

役割役割役割役割    

◇యูࡳ⤌ࡾྲྀࡢ㸦⎔ቃಖάື㸧ࢆᐇ㊶ࠋࡍࡲࡋ 

◇ᖺḟሗ࿌᭩ࠊࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡸᗈሗࢆ┠࡞㏻ࠊࡋᚲせᛂ࡚ࡌពぢࢆ㏙ࠋࡍࡲ 

◇ᆅᇦ⎔ቃಖάື࡞✚ᴟⓗཧຍࠋࡍࡲࡋ 

    

2 環境ボランティア会議                                     
ᴟ✚ࠊࢀࡉ⧊⤌࡛⾲௦ࡢࢸࣥࣛ࣎ቃ⎔ࡢᕷෆࠊ࡞ᬮ᥎㐍ဨ ࣉࢵࢺࢫࡸ࣮ࢲ࣮ࣜࢥ࢚ 

ⓗ࡞⎔ቃಖάືࡢᐇ㊶ࠊࡢ⎔ቃᇶᮏィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡚࠸ࡘⅬ᳨ࠊ࠸⾜ࢆᚲせᛂྲྀ࡚ࡌ

⤌᪉⟇ࡢ࡞ពぢࡸᥦࠋࡍࡲ࠸⾜ࢆ 
    

役割役割役割役割    
◇⎔ቃᇶᮏィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣࠊ࡚࠸ࡘᚲせᛂ࡚ࡌពぢࢆ㏙ࠋࡍࡲ 

◇ᆅᇦ⎔ቃಖάື࡞✚ᴟⓗཧຍࠋࡍࡲࡋ 

    

3 環境審議会                                      
୕ᓥᕷ⎔ቃᇶᮏ᮲➨ 25 ᮲ᇶ࡙ࠊࡁᕷ㛗ࡀጤკࡿࡍጤဨ 20 ྡ௨ෆ㸦Ꮫ㆑⤒㦂⪅ࠊᕷෆྛࡢ

✀ᅋయࢆ࡞௦⾲ࠊ⪅ࡿࡍᕷẸࠊ㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ⫋ဨࢀࡎ࠸ࡢ㸧ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ⧊⤌ࡾࡼ 
 

役割役割役割役割 
◇ᕷ㛗ࡢㅎၥᛂࠊࡌ⎔ቃࡢಖཬࡧ㐀㛵ࡿࡍ㡯࡚࠸ࡘㄪᰝ࣭ᑂ㆟ࠋࡍࡲࡋ 

◇⎔ቃࡢಖཬࡧ㐀㛵ࡿࡍ㡯㛵ࠊࡋᚲせᛂ࡚ࡌᕷ㛗ពぢࢆ㏙ࠋࡍࡲ 

 

4 環境基本計画推進本部                                
ᮏᕷࡢ⎔ቃ⟇ࢆ⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗ᥎㐍ࠊࡿࡍᕷᙺᡤෆ㒊ࡢᶓ᩿ⓗ࡞᥎㐍⤌⧊࡛ࡿ࠶㺀⎔ቃᇶ

ᮏィ⏬᥎㐍ᮏ㒊㺁ࠊࡣཎ๎࡚ࡋ⎔ቃࡢ࣒ࢸࢫࢩࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐⎔ቃࣗࢽ࣐ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ 4.4.1ࠕࣝ

㈨※ࠊᙺࠊ㈐௵ཬࡧᶒ㝈ࠖࡿࡅ࠾᪤Ꮡࡢ⟶⌮ཬࡧ᥎㐍యไࢆά⏝ࠋࡍࡲࡋ 
    

役割役割役割役割 
◇ィ⏬ࡢ㐍⾜⟶⌮ࡸຠᯝⓗ᳨ࡢࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ウࡢᩘ「ࠊᡤ⟶ࡿࡼ㛵㐃ᴗࡢㄪᩚ࡞

 ࠋࡍࡲ࠸⾜ࢆ
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5 計画推進事務局                                   
⎔ቃᑂ㆟ࡸ⎔ቃᇶᮏィ⏬᥎㐍ᮏ㒊ࡢົᒁࠊᕷẸࡸᴗ⪅ᕷࡢཱྀ❆ࡪ⤖ࢆᙺࢆᯝࡓࡍࡓ

 ࠋࡍࡲࡅ࡙⨨ィ⏬᥎㐍ົᒁࢆቃᨻ⟇ㄢ⎔ࠊࡵ
    

役割役割役割役割 
◇ィ⏬ࡢ㐍⾜⟶⌮ࡸຠᯝⓗ᳨ࡢࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ウࡢᩘ「ࠊᡤ⟶ࡿࡼ㛵㐃ᴗࡢㄪᩚ࡞

 ࠋࡍࡲ࠸⾜ࢆ
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第 2 節 計画の進行管理 
    

ィ⏬ࢆ╔ᐇ᥎㐍ࠊࡣࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋᕷࡢ⟇ࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡸ㐍ᤖ≧ἣࢆᐃᮇⓗᢕᥱ࣭ ホ౯ࠊࡋ

ィ⏬ࢆぢ┤ࡃ࠸࡚ࡋᚲせࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀィ⏬⟇ᐃࡽලయⓗࡢື⾜࡞ᐇ࣭㐠⏝ࠊⅬ᳨࣭

ホ౯ࠊᨵၿ୍ࡢ࡛ࡲ㐃ࡢὶࠕࠊࢆࢀ㹎㹪㹟㹬㸦ィ⏬ࡿࡍ㸧ࠖ 㸧ࠖࡿࡍ㹂㹭㸦ᐇࠕ→ 㹁㹦㹣㹡㹩ࠕ→

㸦Ⅼ᳨ࡿࡍ㸧ࠖ 㸧ࠖࡍ┤㸿㹡㹲㹧㹭㹬㸦ぢࠕ→ 㹎㹂㹁㸿ࡃᇶ࡙࣒ࢸࢫࢩࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ቃ⎔࠺࠸

 ࠋࡍࡲࡾᅗࢆ⌮⟶⾜㐍ࡢ⏬ィࡾࡼࡇࡿࡍ⏝άࢆࣝࢡࢧ

 

1 計画する（PLAN）                                     
 

環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画 ◇ᕷẸࠊᴗ⪅ࠊ⎔ቃᑂ㆟ࠊ⎔ቃࢸࣥࣛ࣎㆟ࠊᴗ⪅ᅋయ࡞

 ࠋࡍࡲࡋᐃ⟇ࢆ⏬ቃᇶᮏィ⎔ࡓࢀධࡾྲྀࡃᗈࢆពぢࡢ

◇ᮃ࠸ࡋࡲ⎔ቃീࡸᇶᮏ᪉㔪ࡢࡳ⤌ࡾྲྀࠊ᪉ྥ್ᩘࠊ┠ᶆࠊ࡞⎔ቃ

 ࠋࡍࡲࡁ⨨ࢆ║ࡇࡍ♧ࢆ᪉ྥᛶࡢ⟇

環境環境環境環境マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

システムシステムシステムシステム 

◇ᖺᗘᙜึࠊ⟇ྡࠊᢸᙜ㒊ㄢྡ್ᩘࠊ┠ᶆࠊලయⓗ࡞ᴗෆᐜ࡞

 ࠋࡍࡲࡋᐃ⟇ࢆ⏬ᐇィࡓࡋ♧ࢆ

 

2 実行する（DO）                                      
 

環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画    ◇ᕷẸ࣭ᴗ⪅࣭ᕷࡣ༠ാ࡚ࡋᮃ࠸ࡋࡲ⎔ቃീࠊᇶᮏ᪉㔪ࡢࡳ⤌ࡾྲྀࠊ

᪉ྥࠊᕷẸ࣭ᴗ⪅ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ㸦㸧ἢ࡚ࡗィ⏬ࢆ᥎㐍ࠋࡍࡲࡋ 

環境環境環境環境マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

システムシステムシステムシステム    

◇ᐇィ⏬ᇶ࡙ྛࠊࡁᢸᙜ㒊ㄢࡣ㈐௵ࢆᣢ࡚ࡗ⟇ࡸᴗࡢ᥎㐍ດ

 ࠋࡍࡲࡵ

 

3 点検する（CHECK）                                   
 

環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画    ◇ᕷࡣ⎔ቃ࡛࣒ࢸࢫࢩࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ᐃࡿࡵᐇィ⏬ࡢᐇ⦼ຍࠊ࠼⎔ቃ

ᇶᮏィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡓࡵࡲ࡚࠸ࡘᖺḟሗ࿌᭩ࢆసᡂࠊࡋ⎔ቃᑂ㆟

ሗ࿌ࡶࡿࡍពぢࢆ࡞ồࠊࡽࡉࠋࡍࡲࡵᖺḟሗ࿌᭩୍ࡣ

⯡බ㛤ࠊࡋ⎔ቃࢸࣥࣛ࣎㆟ࡽ࡞ពぢࠋࡍࡲࡋྲྀ⫈ࢆ࡞ 

◇5 ᖺࡈ⎔ቃᇶᮏィ⏬యࢆ⥲ᣓ࡚ࡋⅬ᳨ࠋࡍࡲࡋ 

環境環境環境環境マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

システムシステムシステムシステム    

◇ẖᖺᗘࡢⅬ᳨࡛ࠊࡣ⎔ቃ࡛࣒ࢸࢫࢩࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ᐃࡓࡵᐇィ⏬ࡢᐇ

ࢆᯝ⤖ࡢࡑࠊࡣົᒁࡓࡅཷࢆሗ࿌ࡽᢸᙜ㒊ㄢྛࠊ࡚࠸ࡘ࡞⦼

㞟ィࠊࡋ⎔ቃᇶᮏィ⏬᥎㐍ᮏ㒊㸦⎔ቃࡢ࣒ࢸࢫࢩࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐⎔ቃ⟶

⌮㆟㸧࡚ᕷ㛗ሗ࿌ࠋࡍࡲࡋ 

    

4 見直す（ACTION）                                  
 

環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画    ◇ィ⏬ἢࡓࡗ⟇ࡢ࡞ᐇ≧ἣࡢⅬ᳨⤖ᯝࢆ㋃ࡢࡳ⤌ࡾྲྀࠊ࡚࠼ࡲ

ぢ┤ࠊ࠾࡞ࠊࡍࡲ࠸⾜ࢆࡋᚲせᛂࠊ࡚ࡌ⟇ࡸ⎔ቃᣦᶆࠊ㐍⾜⟶⌮

 ࠋࡍࡲ࠸⾜ࢆࡋ┤ぢࡢ⏬ィࠊ࡞ࡳ⤌ࡢ

◇5 ᖺࡈ⎔ቃᇶᮏィ⏬యࢆぢ┤ࠋࡍࡲࡋ 

環境環境環境環境マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

システムシステムシステムシステム    

◇ẖᖺᗘࡢぢ┤ࠊࡣ࡛ࡋ⎔ቃᇶᮏィ⏬ᇶ࡙ࡁᐇࡓࢀࡉ⟇ࡢ࡞ᐇ

≧ἣࡢⅬ᳨⤖ᯝࢆ㋃ࠊ࡚࠼ࡲ⎔ቃࣗࢽ࣐ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ 4.6ࠕࣝ ࢿ࣐

㸧ࠖࡋ┤ぢࡿࡼ㸦ᕷ㛗࣮ࣗࣅࣞࢺ࣓ࣥࢪ ぢࡢ࡞⏬ᐇィࠊࡁᇶ࡙

 ࠋࡍࡲ࠸⾜ࢆࡋ┤
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環境基本計画と環境マネジメントシステム（EMS）による PDCA サイクル

環境マネジメントシステム 

（EMS） 

環境基本計画 

◆市民・事業者、環境審議会、環

境ボランティア会議、事業者団

体などの意見を広く取り入れ

た環境基本計画の策定 

◆環境施策の方向性を示すこと

に主眼 

◆EMS で定めた部署名、事業名、

数値目標、具体的な事業内容

などを示した実施計画などの

策定 

PLAN 

(計画) 

 

◆市民・事業者・市は環境基本計

画で定めた望ましい環境像、基

本方針、取り組みの方向、市

民・事業者の取り組み（例）に

沿って計画を推進 

◆市は EMS で定めた実施計画に

沿って計画を推進 

◆各施策の担当部課や実行責任

者についても実施計画に記載 

◆EMS で定めた実施計画の目標・

実績などを活用して「年次報告

書」を作成 

◆環境審議会による年次報告書

の点検 

◆環境ボランティア会議への意

見聴取 

◆年次報告書を市民・事業者に公

表して意見募集 

◆事務局は EMS で定めた実施計

画の実績を集計し、環境基本

計画推進本部（EMS の環境管理

会議）にて市長へ報告 

 

◆5 年ごとに環境基本計画全体を

見直し 

◆毎年度の見直しでは、点検結

果を踏まえて「4.6 マネジメン

トレビュー」に基づき、実施

計画などの見直し 

DO 

(実施) 

CHECK 

(点検・ 

評価) 

 

ACTION 

(改善) 
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計画の推進体制と進行管理のフロー 

理念・方針 

 

三島市総合計画 

諮問 
三島市環境基本条例 

調整 

 

第 2 次 
三島市環境 
基本計画 

理念・方針 

 

報告 

評価 

環境基本計画推進本部 

各部局 

(個別事業の担当課) 連絡・調整・報告 

報告 意見・提言 

公表 

三島市環境審議会 

 

【市民】 

日常生活や地域における取り組み 

【事業者】 

事業活動における取り組み 

【行政（市）】 

施策や事業の立案、実施 

参加・連携・協力 

参加・連携・協力 

参加・連携・協力 

答申 

聴取 

反映 市民・事業者 

市長 

指示 報告 

市民・事業者 

指示 報告 

三島市環境審議会 

情報共有・協働・創造 

 

PLAN (計画) 

DO (実施) 

CHECK (点検・評価) 

 

 ACTION (改善) 

環境基本計画推進本部 

（改善策の検討） 

 

計画推進事務局 

㸦改善・見直し) 

意見・提案 

説明 
環境ボランティア会議 

計画推進事務局 

(環境政策課) 

答申 

諮問 

意見・提案 
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第 3 節 計画の推進方策 
    

⎔ቃሗ࿌᭩ࠊಶูィ⏬ࡢㄪᩚࠊィ⏬ࡢ࿘▱࣭ᗈሗࠊண⟬ᥐ⨨ࠊ࡞ィ⏬ࢆ᥎㐍ࡢࡵࡓࡿࡍ

᥎㐍᪉⟇ࡢࡑࡸ᪉ྥᛶࠋࡍࡲࡋ♧࡚࠸ࡘ 

 

1 環境報告書の作成・公開                             
⎔ቃࡢ⌧ἣࡸ㐍⾜⟶⌮㛵ࡿࢃ㡯࡚࠸ࡘẖᖺࠊ⎔ቃሗ࿌᭩ࢆసᡂࢆ࡞ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࠊࡋ

㏻࡚ࡌබ㛤ࠊࡾࡼࡇࡿࡍᕷẸ࣭ᴗ⪅࡞ᑐ࡚ࡋ༑ศ࡞ሗᥦ౪ࠋࡍࡲ࠸⾜ࢆ 

㎸ࡾ┒ࢆᕤኵࡍ♧ࡃࡍࡸࡾศࢆ㐍ᤖ≧ἣࡢィ⏬యࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶సᡂࡢቃሗ࿌᭩⎔ࠊ࠾࡞

 ࠋࡍࡲࡳ

 

2 個別計画との調整                                   
ᮏィ⏬ࡣ⥲ྜィ⏬ࠊࡵࡌࡣࢆᮏᕷࡢࡢಶูィ⏬ࡸᅜ࣭┴ࡢィ⏬࡞ㄪᩚࢆᅗࡽࡀ࡞ࡾ᥎㐍ࡋ

➨ᓥᕷᕷ⎔ቃᇶᮏ᮲୕ࠊ࠾࡞ࠋࡍࡲ 8 ᮲つᐃࠊ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ⎔ቃᙳ㡪ࢆཬࡍࡰㄆࡽࡵ

 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚲせࡿᅗࢆྜᩚࡢ⏬ᮏィࡣࡿࡍᐇࢆࢀࡇࠊࡋᐃ⟇ࢆ⟇ࡿࢀ

 

3 計画の周知・広報                                   
⎔ቃᇶᮏィ⏬ࡢ࿘▱࣭ᗈሗࠊࡵࡓࡢィ⏬᭩ཬࡧᴫせ∧ࡢ㓄ᯫ㸦ᕷᙺᡤࠊᅗ᭩㤋ࠊබẸ㤋࡞㸧ࠊ

ᅇぴ㸦ᅇぴᯈ࡞㸧ࡢࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࠊᥖ㍕ࠕࠊ࠺⾜ࢆ࡞ᗈሗࡿࡼ࡞ࠖࡲࡋࡳᗈሗࢆ

ࡀᚰࢆᗈሗࡿࡅ࠾ሙ㠃ࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡞ฟ๓ㅮᗙࡸࢺࣥ࣋ࡿࡍ㛵ቃ⎔ࠊࡽࡉࠋࡍࡲ࠸⾜

 ࠋࡍࡲࡅ

 

4 予算措置                                        
ᮏィ⏬ᥖࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡓࢀࡽࡆᐇࠊࡵࡓࡿࡍィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡸ᭷ຠᛶ᳨ࢆドࡘࡋ

 ࠋࡍࡲࡌㅮࢆ⨨ᥐࡢ㈈ᨻୖ࡞ᚲせࠊࡘ

 

5 広域的な連携・協力の推進                           
 ᕷෆࡢ⎔ቃࢆಖ࣭ᨵၿࠊࡣࡵࡓࡿࡍᮏィ⏬ᥖࠊࡎࡽࡲࡅࡔࡳ⤌ࡾྲྀࡓࢀࡽࡆ㛵ಀ

 ࠋࡍᚲせ࡛ࡀࡇࡿᅗࢆ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢᆅ᪉බඹᅋయࡢ㏆㞄ࡸᨻᶵ㛵⾜ࡿࡍ

 ᚋࡶᗈᇦⓗࡀࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ᚲせ࡞⟇ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㛵ಀࡿࡍ⾜ᨻᶵ㛵ࡸ㏆㞄ࡢᆅ᪉බඹᅋయ

 ࠋࡍࡲࡵ㐍ࢆ㐃ᦠ࣭༠ຊࠊࡋ⏝άࢆ࡞ሙࡢ༠㆟࣭ㄪᩚࡢ


